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令和3年度第 l回
基礎・前期産業医研修会

日時令和3年 7月11日(日)9:30""'17:00 
場所広島県医師会館 201会議室

司会広島県医師会常任理事三宅規之

座長マツダ附安全健康防災推進部産業医山下潤

研修内容・講師 単位

総論
前期

広島県医師会産業医部会副部会長
2単位

真鍋憲幸

2. メンタルヘルス対策
前期

広島県医師会産業医部会 部会長
l単位

鎗田圭一郎

く 12:30'"'"'13:00 昼食・休憩>

座長広島県医師会産業医部会部会長鎗田圭一郎

ー 研修内容・講師 単位

3.作業環境管理
前期

広島県医師会産業医部会副部会長
2単位

真鍋憲幸

4. 有害業務管理
前期

広島県医師会産業医部会副部会長
2単位

真鍋憲幸
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作業環境管理

広島県医師会産業医部会副部会長

三菱ケミカル株式会社人事部全社統括産業医

真鍋憲幸
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(於広島県医師会館)

~ r-一¥」

作業環境管理、作業管理、健康管理

。
<作業環境管理> <作業管理> <健康管理>

-発生源の撤去 -作業時間短縮 -健康診断

-遮蔽、換気 -作業方法改善 -健診事後措置

-環境中の有害要因除去 -保護具 -治療
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作業環境管理

作業環境の状態を把握しておくことは、労働者の健康管理
のための初歩的な原則

作盤工害境ミ明~に関する条項:

労働安全衛生法「第7章健康の保持増進のための措置」の中に

r65条作業環境測定」として規定

G作業環境管理とは、作業環境中の有害要因を工学的な対策
によって除去し、良好な作業環境を得るための管理

-なお、 I盤場fDA閏関係』なども広い意味では作業環境で
亙蚤が、労働衛生の3管理での作業環境管理は作業環境測
定を基礎にした工学的な管理を意味する

労働安全衛生法(第65条) 作業環境測定

労働安全衛生法(作業環境測定〉

第六十五条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業揚その他の作業揚で、政

令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な笠墾 1紛争
環境測定を行い、及びその結果を記録レておかなければならない。

2前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基
準主に従って行わなければならない。 作11れれ》よいよ

3厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施

を図るため必要な作業環境測定指針を公表するちのとする。

4厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した揚合において必要が

あると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に

苅レ、当該作業環境測定指針に関レ必要な指導等を行うことができる。

5都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要

があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定

めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を

指示することができる。
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作業環境中の有害要因

作業環境中の丙害要因には

f・物理的
・化学的

・生物的

要因等がある

労働安全衛生法22条、 23条で

規定される百害要因
第二十二条

事業者は、次の健康障害を防止するだめ必要な措置を講じなければならない。

一 原材料、ガζ 蒸気、ー並じ色堅塁塁乏室気、病原体等による健康障害

一 放射線、高温、倍温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

一 一註蓋監?見j貴賓工作等の作業による健康障害

四 排気、排液又は残さい物による健康障害

第二十三条

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業揚について、通路、床面、

障段等の保全並びに換気、採光、照明、保温下町湿、j木墨-避難民2清潔に

必要な信置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講

じなければならない。
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作業環境測定とは

作業環境の

実態を把握するための

作業環境測定とは

-作業環境測定は安衛法第2条第4号により定義

・ 日本特有の仕組み付件〉乞~ ~\Jω~ ) 

分析

作業環境の実態を把握するため空気環境やその他の作業環境に
ついて行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)

看き考
労働安全衛生法第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一労働災害 活働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は
作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

二労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に
使用される者及び家事使用人を除く。〉をいう。

三事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

三の二化学物質元素及び化合物をいう。

四任業還皇塑庭L作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザ
イン、サンプリング及び分析(解析を含む。〉をいう。
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作業環境測定の実施 /卒業主

-第1の原則

・安衛法第65条第11頁

・粉じん、有機溶剤な泊りわ作業場について、問回数
潤定し、記録を法定年数保管する

-第2の原則

・安衛法第65条第2l頁

・!宇墾環境測定基準に従って測定する

.第3の原則

・作業環境測定法第3条 ふ

的知指定作業揚については、作業環境測定土まだは

作業環境測定機関に測定させる ¥PtL1お名

作業環境測定を行うべき揚所と

測定の種類等 (安衛法施行令第21条)

長、
ト〆凶

作

t

作業環境測定を行うべき作業場 測 λ~と~ 

作(労業働場安の全種衛類生法施行令第21条) 測定の種類 測定回数 記保存録年数の 関係規則

① d正 土石{散草、炭す岩石、鉱物、金属ま 空お気よ中び粉の粉じじんの濃度
6ご月と以に内1回た 素の粉じんを著しく ん中の遊離 7 粉じん則26条

発 る屋内作業場 けい酸含有率

2 
暑熱、寒冷または多湿の屋 気温、湿度および、ふく 半ご月と以内 3 安衛則607条
内作業場 射熱 {こ1回

3 業著場しい騒音を発する屋内作 等価騒音レベル 6ご月と以に内1阻鴎 3 
安衛則590
.591条

イ 民酸業ガスが停滞す 炭訟ガスの濃度 1ご月と以に内1回 3 安衛則592条
る作場

口 28
0

( を超えるま
半ご月と以内4 たは超作業え場るおそれの

ヌJb=Lr町J、面高司 3 安衛則612条
ある iこ1回

ハ通気設備のある作 半ご月と以内 安衛則603条
業場

通気量 iこ1回 3 

中央管理方式の空気講和設
及一化酸炭び化素舛気炭の素温含有お、本相よ対び室=湿齢温度 2ご月と以に内1回5 慌を設けている建築物の室で、 3 事務所則ア条

事務所の用に供されるもの
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ゆイ管放理射区主線主業務を行う 外部放射線に、線よ量る線当量量
当量率または 1ご月と以に内1回 5 

6 「ゆ選射J幽却質取扱作
空気中の放射性物質の

ご1月と以に内1回
ハ鋸採坑業内務のを核行燃う料作物業質場の

濃度 5 

特はは第取定化2り類扱学物う物E屋質む内(昨を第製業1類湯潤ド物しな質、どままたた 第類物1類質物の空質気ま中たのは濃第度2 
3 

(特定の物につ)
持-

6ご月と以に内1回
いては30年鱒

⑦ 
霊内童作書業場室取扱い、もしくはのため製造する屋 石綿の空気中の濃度 40 

③ 
一定の鉛業務を行う屋内作

空気中の鉛の濃度 ご1年と以に内1回 3 業場

第1種酸素欠乏危険作業
作ご業と開始前

空に係気る中作の業重量場素にあっては、 3 

酸素業欠を乏行危う険場場合所のに当お該いて
重量素の濃度

9 作作 第2種酸素欠乏危険作
業場 業に係る作業場にあっ 作ご業と開始前 3 ては、空気中の酸素お

( よび硫化水素の濃度

法 年2り王種強扱Tう~を屋剤製内(造作第業し1 種、場ままたは第 6ご月と以に内1回⑩ たは取 当該有機溶剤の濃度 3 

1. 0印は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
2. 9の酸素欠乏危険場所l;t.， 酸素欠乏危険作業主任者に行わせなければならない。
3.※印は、作業環境評価基準ts適用される作業場を示す。

電離則54条

電離員1]55条

特化則36条

石綿則36条

鉛則52条

酸欠則3条 | 

有機則28条

的設備を変更し、または作業工程もしくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しな
ければならない。

作業環境測定とは

-作業環境測定は安衛法第2条第4号により定義

.日本特有の仕組み

作業環境の実態を把握するため
空気環境やその他の作業環境について行う

デザイン
サンプリング

分析(解析を含む)
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デザイン・サンプリング・分析とは

デザイン(サンプリング

分 析

デザイン

-測定対象作業揚の作業環境の実態を明らかにするた
めに当該作業揚の諸条件に即した測定己 l回を4てる

こと

-生産工程、作業方法、発散する有害物の性状その他

作業環境を左右する諸因子を考慮して、サンプリン

グの箇所、サンプリングの時間及び回数、サンプリ
ングした資料を分析するための前処理の方法、これ
を用いる分析機器等について決定すること

10 
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つまり・・・

-測定苅象物質を決定

-単位作業場所の範囲の設定 川川ねIf(~ 7dりlユi!JL

-A測定点、の設定

-8測定点の設定

-測定実施日と測定時間帯の設定 一報わけンわ広域ニ弘、昨

単位作業揚所とは

-作業環境のだめに必要な区域で、作業環境管理の

苅象となる区域

-主として以下の判断基準により決定する

。有害物質の分布状況

-作業者の行動範囲

11 



A測定

-空気中の有害物質の空間的、時間的な変動の平均
的な状態を把握する為の測定

・ 9m以主の笠圏直宝引いた縦の線と横の線との交点を測定点
とする

・測定点 :5点以上(原則)

下引もが←・高さ:50cm以上150cm未満

-測定時間:10分以上

• 1単位作業場所の測定合計時間

が1時間以上

-任業が定賞血CDわれている
時間帯

B測定

測定点 r.....“ ? 

、心
:... …....… ….........…・・帽。ー

-一一…....・…........…・・0 …..................

fヒt-い一
一一 i ・… 取し~

-有害物質の発生源に近接した作業位置における、

環境空気中医巨費量ち高ζ返るときえb白昼璽堕
主質賃におじる濃度の剥定

-測定時間は19a聞とする

-測定方法はA測定と同じ

12 



デザインに必要な情報 (まとめ)

-有害物質の種類と取扱量

.作業工程

・作業方法

.作業時間

・作業者の行動範囲

-有害物質の飛散の程度

.排気設備の稼動状況

.作業範囲の気流

13 
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サンプリング

・ t甫集器具によって有害物質を捕集する事

浮遊状態 ;甫集方法

粒子状 ろ過捕集法

(粉じん、ヒューム、ミス 液体捕集法
ト) 相対的濃度指示法

気体状 液体捕集法

(ガス、蒸気) 固体捕集法

直接捕集法

検知管法

捕集方法 (概説) 1 

-直接捕集法を除く多くの捕集法の構造

捕集部→流量計→吸引ポンプ

・ろ過捕集法 :ろ紙を用いて重過で捕集

粉じん(酢・待など)に用いる

・液体捕集法 :捕集液と接触させ眼昭三溶自率上反応
などを利用

(小型ガス吸収管・ミゼ、ツトインピンジャーなど)

・固体捕集法 :固体粒子を通し、吸着←即むを利用

(活性炭管、シリカゲル管など)

・直接捕集法 :直接捕集容器に窪思する方法

(テドラーバッグ、真空捕集ビンなど)

14 



捕集方法 (概説) 2 

-簡易測定機器について 「
作業現場でサンプリングと分析を一度に実施できるガ寸;

(第2種作業環境測定士が実施できる) い=

-ガス、蒸気物質に苅する検知管法 ∞奇

I

l

-

-

い」

門

H
U

什ヌ倹スガ

-鉱物性粉じんの相苅濃度指示法

戸、. 

デジタル粉じん計

冶〈

捕集方法 (概説) 3-1 

-相対濃度指示法 (r、三9ル粉じん計を用いだ測定)
@光拡敵万式の測定

・0音箱の中で浮遊粉じんに光を照射し、粉じんによる散乱光を光電子
倍増管で受け測定するもの

・(その他、光吸収方式、圧電てんびん方式などがある)

@早朝、カーテンの隙聞から差し込まれるキラキラ光る朝日のスジ」
「映画館内の映画投影機の光の道筋J Iたばこの煙がまとわり付い

てくっきりと浮かび上がるカウンターパーのスポットライトJなど

-たばこの煙がなくなると光の筋が見えにくくなる

-これは光の量が減ったのではなく、たばこの煙が無くなって光
の敵乱量が減つために光の筋が見えにくくなったもの

-この現象が光散乱方式の粉じん計の概怠的根拠

・散乱光は、同一粒子系であれば再現性が良<、粉じん濃度が倍にな
れば散乱光量も倍になる

15 



捕集方法 (概説) 3~2 

-相苅濃度指示法 (デジタル粉じん計を用い疋測定)
・質量濃度変換係数(K値):単位時間あたりの力ウント数を質量濃度

(C : mg/m3)に変換するもの

+K1直は「光散乱方式」の粉じん計で求められた測定値(単位:cpm) 
を質量濃度(単位:mg/m3)に変換する際に使う係数

φ作業環境、室内環境等の粉じん濃度は一般的にはmg/m3という質量
濃度で評価されるが、 「光散乱方式」の粉じん計は、直接粉じんの
質量を量っている訳ではなく、それと比例している散乱光の強弱を
測ってcpmという単位で表現している(相対濃度計と呼ばれる根拠)

・ある粉じん質の敏乱光量(cpm値)と、それが何mg/m3の粉じん濃度
に相当するかは、同一粒子系であれば直線的に比例することが知ら
れているので、測定現場で比例直線の傾きを求めれば粉じん計に
よって求められだ測定結果をmg/m3(粉じん濃度)に置き換えること
ができる

・この傾きをK値(質量濃度変換係数)という

+(使用条件に制限があるが公示K値があり、それを用いる揚合はK値
測定は現場では必須ではない)

+(質量濃度のみの表現でよい揚合もある)

捕集方法 (概説) 4 

-検知管法

。苅象ガスと検知管内に充填された検知剤との化学反応に
よって充填剤が変色する

・この変色層の長さが濃度に比例するよう設計しており、
横知管に印字されている目盛から濃度を読み取る方法

。共寄ガスの影響に注意

・検知管の有効期限がある



捕集方法 (概説) 4 
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分析

作業環境測定基準、作業環境測定ガイドブックを用いる

苅象物質 分析方法

鉱物性粉じん 重量分析方法
(石綿:係数分析方法、×線回折分析方法など)

金属 原子吸光分析方法

吸光光度分析方法など

有機溶剤 ガスクロマトグフフ分析方法
「

吸道五度分析方法

特定化学物質 がス!;J-ロマトテラフ分析方法

吸光光度分析方法

高速液体クロマトグフフ分析方法

18 



ー一室〉 作業環境測定士の種類

dE賞作業環憤測F十

・デザイン・サンプリング・分析すべての作業環境測定業務
を行うことができる

。登録の区分として、 「鉱物性粉じん」、 「放射性物質」、
「金属類J I有機溶剤」の5種類がある

・それぞれの登録を受けた区分ごとに作業環境測定業務の全
部を行うことができる

- 怠;1'1乍葬環苗~ftll'$
・デザイン、サンプリング及び、支芝21k強位企匙笠墜担管
廷ζ貿易型産獲量担夏毘更到生業費底割霊業務を行うこと
ができる

+(簡易測定機器を使用した揚合以外の「分析」はできない)

ー一言〉 作業環境測定機関とは

作業環境測定は、事業者が

自ら使用する作業環境測定

士に行わせること(自社測定)

が原則となっているが、

自社測定を行うことができな

い事業揚のために「厚生労働

大臣又は都道府県労働局長の

登録を受け、他人の求めに応

じて、事業揚における作業環

境測定を行うことを業とする

者」として定められているの

が作業環境測定機関です

凶t\刷7μ!竹 i)~~ v¥ 
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一識
J

一
知
一

一一め一
一
審 有害物質の飛散 (浮遊状況)

-粘子状物質
・ヒューム:溶接作業の蒸気が空気中で凝固し、化学変化を

起こして固体の微粒子となったもの

(細かし1・粒径0.1-1μm程度)

。粉じん :研磨などの機械的な作用を加えて発生した固体

微粒子

(粒径1-150μm程度)

・ミスト :霧吹き状で液体の微細な粒子

(粒径5-150μm程度)

-気体状物質
・刀、ス
・蒸気

:常温・常圧下で気体

:有機溶剤などで常温・常圧下では液体まだは固

体であるものが、蒸気圧に応じて揮発または昇

華して気体となったもの

ー一塁〉空気中の有害物質の分類と性状

種類
状態

定義 例
気叫ー 液体 固体

ガス • 常温常圧(25
0

C，1気圧)の下で気体で安アンモニア，硫化水
Gas 定している物質。 素、塩素

蒸気
常温常圧(25

0

C，1気圧)の下で、液体又

Vapor • は個体でもそ子在する物質が気化し、気 有機溶剤蒸気
体状態で荏在するもの。

届T
酸ミスト、オイルミ• 空気中に浮遊する液体粒子。 スト、スプレーミス

' 

ト

臨ま ー. • 国体が熱せられて気化した後、空気中溶接ヒユーム、金属
で凝縮して生成する粒子。 ヒューム

告書 • 国体がその化学的組成が変わらないま 砕石時掘削時の粉
ま物理的な過程で粉砕されrtE.・ときに生 じん 、
成する粒子。

t霊
物質の燃焼、熱分解又は化学反応に

Smoke • • • よって生成した空気中の固体、液体粒たばこの煙、ばい煙
子及びガス状物質の総称。

スモッグ • • • ちりや煤煙が水蒸気などと結びついて汚染された大気(l非気
Smog 霧状になったもの。 ガス等による)

20 



ー一年〉一般的なエアロゾルの粒径 ¥
E
ノm

 
μ
 

/
f
¥
 

eん(IJm) 

0.001 0.01 aE. 

一4
1
.

r
'
』

s
'

.nυ 

金属性ダスト、ヒューム

1io 1qo 1，OPO .. 10，QOO 
(1m怜}.......-(1.ctn)

塗装顔料

河骨圃

樫里」口
タパ同煙 | 

防じんマスクの誤験粒子 1: I防じんマスクの試験粒子
I (NaCI): 0.06-0.1μm 1: I (DOP):0.15-0.25J，1m 

コ何ナウイルネ
0.O6-0.22μ市

|人似毛髪|

i 花粉 i 
セメシトダスト

炭素菌
朴ぺ0μm

ー ー ....・.....・・・・・・・・・・・・ .....・..‘・....

ユシ勾Jア矧，一

tw，
-
T
 

ク.、、

ー~ø~ 濃度単位と濃度単位の変換
-医療臓はこうした知識、情報が実は苦手?です

.知識の整理として掲載します

ゆ Cmilligramper cu…er) 

単位体積中の物質の濃度を表し、その数

値は空気1m3 C 1 ，OOOL)中のmglこ相当しま

す。主として粒子状物質の濃度を表すとき

に使われますが、稀に気体の濃度にも用い
られます

( mg/L)Cmilligram per litre) 

単位容積 の物質の濃度を表し、その数
値は空気1L C 1 ，OOOmDの中のmglこ相当し

ます。主として液状物質の濃度を表すとき

に使われますが、稀に気体の濃度にも用い
られます

21 



ー向車〉 濃度単位と濃度単位の変換
護度単位の変換

一
wi→ ppm 

mg/m3 → ppm 

22.4 (273+ T) 1013 

ppm=~X 1 0000 → 1ppm=日日日日1% ppm= mg/m3X X × 

M 273 P 

mg/L→ Z 
ppm ー参事

22.4 (273+ T) 1013 

珂=ppmX 1 /1 000日→ 1~=10000ppm 同=mg/IX X × X 

M 273 10 P 

ppm → mg/m3 事 → mg/L

M 273 P M 273 P 

mg/m3=ppm X X X mg/I=i¥;X X X10X 

22.4 (273+ T) 1日13 22.4 (273+ T) 1013 

M 各物質の分子量

22.4 (L) : O'C、1気圧での分子1molの容積。

273(K) : KIま絶対温度目盛であり、 O.Cは273.15Kになる。従コて、 T'CId:(273+T)Kとなる。

1 013(hPa): 1気圧

P 測定点、の気圧(hPa)

22 



デザイン→サンプリング→分析→評価
<定量的評価>のイメージ

許容範囲内だが

残留リスクがある
I午容範囲を I

!超えている I[器製3
/ 

ばく露量

|例えば l 

lばく露限界の-

鹿璽属鹿彊

THE KAITEKI COMPANY 
三麗ク三力JlJirrlUラ勾コヲヌヲJlJ-ーフ

もそちそ

ばく露限 つ・
なんじゃそりゃ??

23 
THE KAITEKI COMPANY 

三蓋ク三刀JlJirrlUテイコヲヌヲlトブ



ぱく露限界(ばく露限度)について

つまり、

許容濃度

Tし〉

管理濃度
について確認しておきましょう

ー…主) (スゴイ乱暴な説明)許容濃度

THE KAITEKI COMPANY 
三重フ三刀/1JiTト/Uヲィコヲヌヲ/Uーブ

-日本産業衛生学会C包賃値 ~ ¥5' 1V1 

勺川実
γ

・8h/日40h/週働いて、

平均ばく露濃度がこの数値以下

→ほぼ健康影響がない

24 
THE KAITEKI COMPANY 

三菱ク三刀//Jir，--/UヲィコヲスヲlU-ブ
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ー…主)(出乱暴な説明)Tし〉

• ACGIH(米国産業衛生専門家会議)の勧告値

TLV 
(TLV-TWAの定義は許容濃度とほぼ同じ)

定量的なRAでは、測定で得られた平均ぱく露濃度をTLV-TWAと比較

-約750物質収載

ー一室〉ACGIH TLVとは

THE KAITEKI COMPANY 
三蓋フ三力JlJ汀トJlJヲ乙ィジクヌク)lJーブ

• ACGIH CAmerican Conference of Governmentallndustrial Hygienists) 
が勧告している曝露限界のこと

• TLVは、諸物質の気中濃度に関するものであり、

ーほとんどすべての労働者が毎日繰り返し墨霊されても有害な影響を受
けることはないと信じられる条件を示すもの

ーしかし、個人の感受性は幅広い差異があるだめ、 園鐘 (しきいち〉以
下の濃度でも、物質によっては少数の労働者は不快感を経験するかも
しれない

ーまた、より少数の労働者は、既存の身体的条件の悪化または職業性疾
患の進展に悪影響を受けるかもしれない

• TLVIこは三つのカテゴリーがある

25 



ー一年三 ACGIH TLVとは
1. TLV -lCよ天基盤. Ceiling， ceiling value) 
この濃又1~H舜間的にも超えてはならない濃度。 刺激性ガフな
どに設定されている

2. TLV - ~TEJ) (短時間曝露限界， Short term exposure limit) 
1日のどあ1'5分間の時間前重平均ちこの値を超えてはならな
いもの。また、 TLV-TWAを超えない揚合でも、
TLV -TWAからSTEしまでの聞の曝露が184回を超えない
こと、及びその高濃度曝露と次の高濃度暴曝露との聞には少
なくとも60分の間隔が必要であるとしている

3. TL V -¥[WIA ..(時間荷車率担主 Timeweighted average) 
時間荷重平均として示された曝露限界を意昧し、ほとんどす
べての労働者が毎日繰り返し暴曝露しでも悪影響を受けるこ
とがないちの。通常1日8時間労働または週40時間労働に
刻しての時間荷重平均濃度である

ーtblO~ TLVs のイメージ

汁~L寸 I
15分 60分

2 '"圃圃圃ーーー圃園田園・圃園田園圃圃・圃園圃園田園園田園園田園田園田園・圃園田園田・・

26 
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ー~lD~ (スゴイ乱暴な説明)管理濃度

-厚労省が定めたもの(法律)

-作業環境測定結果を評価するための

濃度 情濃度とTLVを参考にしている)

載
(有機則、特化則、粉じん、鉛 「作業環境評価基準J(昭和63年，，-，)) 

THE KAITEKI COMPANY 
三麗ク三刀Jli河1→UヲインクヌヲllJーゴ

(スゴイ乱暴な説明)作業環境測定結果の評価

.第1管理区分

・第2管理区分

・第3管理区分 の3つがある

-管理濃度を指標として用いる

27 
THE KAITEKI COMPANY 

三麓ク三力JlJ四→UディコヲヌクJlJ-フ



管理濃度
-作業環境管理を進める上で、有害物質に関する作業環境の
状態を評価するために、作業環境測定基準に従って実施し
た作業環境測定の結果から作業環境管理の良否を判断する
際の管理区分を決定するための指標

-この数値は、学術団体が示すばく露限界及び各国のぱく露
規制のための基準等の動向を参考に、作業環境管理技術の
実用可能性を考慮して設定されたものである

-個々の労働者のばく露濃度と苅することを前提として設定
されているばく露限界〈日本庄釆衛生学会の「許容農度」、
木国産業衛生専門家会議 (ACGIH)の rTLVJなど〉と
は異なる

-なお、厚生労働省では、労働安全衛生法第65条の2第2項
に基づき、 「作業環境評価基準」を定めている

評価
・測定結果を作業環境評価基準に従って評価すること

.作業揚内の特徴
*作業揚内における有機物質の濃度分布は、時間的にも空間
的にも「正規型」の分布より左側(倍濃度側)に偏った型に
なる事が多く、正規型ではなく、 「苅数正規型」の分布に
近い事が経験的に知られている

*幾何平均値と幾何標準偏差を求める

.第1評価値
単位作業揚における濃度の実現値のうち、 高濃度側から
5%1こ相当cる展度の推定値

-第2評価値
環境空気中の有害物質の

全平均値の推定値

28 
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作業環境測定における管理区分とは

⑧ 管理区分

単位作業場所のほとんど (95%以上〉 の揚所で

気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えないと推定され、

作業環境管理が適切であると判断される状態

岳 連理区分

単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えないと推定される

が、第一管理区分に比べ、作業環境管理に改善の余地があると判断される状態

理区分

単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えると推定され、

作業環境管理が適切でないと判断される状態

THE KAITEKI COMPANY 
三聾ク三力JU;r.-JUディジヲヌヴJUーフ

評価値と管理区分の関係

.A測定のみを実施した揚合

A湖定

第 2< 管理く第 1 
評価値= 遣度 =評価値

第2管理区分

.A測定及びB測定を実施した揚合
A測定

第 2 管理 第 1
評価値謡選度孟評価値

I I E Lーーーー

B測定値<管理意度
第1五日|第2管理区分

日 空 区分

管理遭度重B測定値~管理溝度 x 1.5 間 理 区 分 ![ 第2管理区分 l I M 理区分

B;測定値>管理意度x1.5 ーや一一 -jL~3管理区分
29 



評価に基づく作業環境の改善

作業環境測定基本に従った

測定の実施

作業環溌評価基準に従った

評価の実施

30 
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う心(オ三w~-c手

ー一重〉化学災害発生時のリスク管理 大脳

-レベルマトリックスの!凶要性
。社内外の安全・衛生担当者の共通認識の重要性

濃度

防災訓練における行政の皆さんなどとの情報共有、会合の中で

「おたくのOBが『許容濃度がOOppmじゃから、それを超えたらおおご
とじゃ、みんな逃げないかん』って言ってたよ。 J(行政幹部)

「国が管理濃度を決めてるんだから、管理濃度を超え疋ら、住民避難じゃ
ないんですか?J (消防若手Aさん)

→消防技術幹部はやや呆れ顔でしたが・.. 

曝露と影響シナリオと曝露限界値

l匝劃

; ~主司
LIT示、印LO 、 ~D旬、出

守巨日

|LOAEL 函瓦
|NOAEし lilJ212L

G層心

@み時
! 間 ，

15-

30分間 !
1-8時間 実験期間 i 労働期間 i 生涯+ ff誇奴付

， 次世代 (吋 V

許容濃度とユニットリスク 慶麿義塾大学公衆衛生学教撞f大前和幸先生資料より

3 1 \~ 



参考資料1

PE3しし-j i --...¥¥ 
急性曝露ガイドラインレベルばAEGL，Acute Exposure Guide1ine Level)は、 育審位吋〕の，~干ー 一勺
1，官 町(すなわち、その濃度以上での影響発現の可能性)で、 NationalAdvisory Committee for the 

Development of Acute Exposure Guide1ine Levels for Hazardous Substances (全小A 寸l.F で 司
~ L ...../い JhF-可Jr.urnmittee)によって策定される。

AEGしは、気体あるいは揮発性物質を主体としだ急性毒性物質を対象とし、化学物質股出事故や化学吻ヒアロ
に適用可能である。

すなわち、 工場の爆発・火災などの事故や自然災害、あるいは事件によって大気中に放出された有害物質の短
期曝露による健康被害に苅する対応を構築する根拠となる。

AEGUJ、1つの叱学物質について、 5つの曝露時間 (10分、 30分、 T時間、 4時間、 8時間〉 η一れモ
t _ t，-'守 E， t;I奇d:3":~祁皆のレベル〈信濃度からAEGL-1 、 AEGL-2、 AEGL-3) Iこう(::t， し、空気中濃

度 (ppmまたはmg/m3)で表している。

AEGL-1は、いわゆる「不快レベル」で、感受性の高いヒトち含めた公衆に蓄しい不快感や、兆候や症状の
有無にかかわらない可逆的影響を増大させる空気中濃度闇値である。これらの影響は、皐体の障害にはならす
ι 時的で曝露の中止により回復する。
AEGL-2は、いわゆる「障害レベル」で、公衆に避難能力の欠如や不司逆的あるいは重篤な長期影響の増大
が生する空気中濃度闇値である。
AEGL-3は、いわゆる「致死レベル」で、公衆の生命が脅かされる健康影響、すなわち死亡の増加が生する
空気中濃度闇値である。
AEGL-1より値い濃度は、いわゆる「感知レベル」で、不快な臭気・昧覚・感覚刺激、あるいは軽度の無感
覚性や無症候性の影響力T生する司能性がある。これらは、一過性で非障害的である。

参考資料2

AEGL (急性E暴露ガイドラインレベル)の特徴

手著書位評価

闇値レベル 影響

死亡の泊加

AEGL..J ・・圃園田園圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園園田園

-避難能力欠如

ム不可逆的あるいは重篤な長期影響の増大

AEGL・2 '・・・・・・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

-著しい不快感の増大

・兆候や症状の有無にかかわらない
可逆的影智の治大

AEGL-1 I 11圃園田園園田園町聞田園圃困層ーー園田園園周 '

'句・~.、a・w・- 、......旬，. .:t~司L-，. ..1・

不快な臭気j味覚/感堂刺激‘あるいは軽
度の無感覚位/無症候性影響による苦情
の増大

By Paul S. Tobin (US EPA) 
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参考資料3

AEGL区域

感知
By Paul S. Tobin (US EPA) 

管理濃度・許容濃度・ AEGしの違い

-基礎知識

アンモ二ア 管理濃度:未設定許容濃度 :25ppm AEGL2網 30min: 220ppm AEGし1-60min: 30 
ppm 
アクリ口二トリル管理濃度 :2ppm 許容濃度 2ppm AEGL2-30min: 110ppm AEGL1-60min: 
4.6ppm 
(青酸ガス 管理濃度 :3ppm 許容濃度 5ppm AEGL2-30min: 10ppm AEGL1-60min: 2 
ppm) 

アンモニアAEGLs アクリ口二トリルAEGLs

棚胸 7倒・41-7自1) L 加糊蜘齢 107-13-1 (1臓血}

PPI_ 酬 12/03/111-， 
10mln 却mll 60mln 4hr 8hr 10mln 羽田町 60min 4hr 
一一AEGL 1 30 羽 30 30 30 AEGL 1 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 

AEGL2 220 辺。 160 110 110 AEGL2 2切 110 57 16 8.6 
一-AEGL3 2，700 1，600 1.100 550 3如 AEGL3 唱。 180 100 35 19 

Te').mal SIjDOOr. Dorume'lt Tecr，ma'Socoort加a.me唯
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レベルマトリックスの位置づけ

A ど三~ ず 1-t1~?~総務~I' 11]f~'技ゑ
がーの漏洩・事故発笠

¥えζ ・-.....、

止
ン

防
ウ

応
大
ダ

苅
拡
ト

故

・

ツ

事

圧

ヤ

F

時

鎮

シ

r

即

F
σ
山川

仏
U
R

、
岬
向

j
同川あhw、志

向
判
V

行政・地域・マスコミ苅応

・種々の法的該当事項確認(異常現象かどうか)
・社内対応協議(災害苅策本部・事業所長・安埠昂・事務部・本社広報)
・災害規模(事業所敷地外への影響の現認)

・事業所敷地外影響
・有害物質(化学物質漏洩・有毒ガス濃度)
-臭気・発煙・騒音・発光・発熱・水質など

有害物質(有毒ガス)

レベルマトリックス

、、l 広報レベル・方法

マスコミ対応
緊急地域対応

法的規制が無いものに対する科学的・倫理的説明根拠を有する社内基準値

=レベルマトリックス

原則的指標

参考資料4
コメンテーターへの提示、住民への質問苅応 等 (案)

;重度

一世田
曝露と影響シナリオと曝露限界値

く~EG~-0
I IDLH I jl EEG-3 I 

く亙VIEEG-21! 

某社における基本概念

某社が考える住民避難レベルとは、

近隣住宅地において、
一般環境におけるAEGL1-60minを
超えることが想定される揚合です

巨日

ら

す

や

か

ま

度
ど
、
い

濃
な
宜
て

質
無
適
し

物
育
、
を

学
の
り
備

化
東
あ
整

の
収
で
つ

界
洩
ル
つ

境

漏

ペ

い

地
、
レ
行

敷
境
た
を

所
環
し
し

業
象
膚
直

事

気

考

見時
間

+
代

涯
世

生
次

開
涯

鮒
性

労

+

細
川
棚
矧

験

察

実
観

15~ 

30分間
1-8時間

許容濃度とユニットリスク 慶麿義塾大学公衆衛生学教短大前和幸先生資料より
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ー一室〉倒臭気などへの法的対応事業所規則化の必要性

.NH3の漏洩における臭気に苅する広報について

-アンモニアは悪臭防止法における特定悪臭物質に該当
・勺ギ心千コhヲと、よ巴I月 σ1戸10"竜也Oj，i;，

・それに連動した広報規定(臭気などに関する広報規則)の整備が必要 (既にあれば再確認)

i_~.AlI:tl!!l~~_.#:=竺三ーー三三主」.61量階臭気強度乳示法

兵員強度 内容

無臭

3 らGこ怒知で晋引こおい

4 笹川ごまが

l強里ぬ!こま乱3

-臭気強度....6¥<持濃度の憶保

臭気強度
物質名称 了

j 11 I ~ 都1~， gß行政、 警察などでは対応しているケースもある)
涜王子一一一→一 訂 下 品一「τ-r石 下可 寸

都道府県知事、致令指定都市、中核市、糊市及び 川宵o 2.5 “ 3 - 3.5 -1 I 
特別区の長が描鞠または当骸闘の実憶に応じて t 「十一 士二一 エー工 t 

美気強度2.5-3.5の範箇内で敷地境界線上の規制

聖書滋(1寄事進)~:iF't;nますの

学術的には(最近は)臭気指数で表現すること
も多いが、法的には臭気強度による規制

キーワード

• 

理臥骨管理 問、e管理区分

.許容濃度、

-唇里産廃

・ AEGL/公衆に苅する急性曝露関値濃度特許容濃度/労働期間(生涯)

・環境濃度、曝露は、当然ながら総 lowerthe be附



ご清聴ありがとうございました
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‘陣

有害業務管理

広島県医師会産業医部会副部会長

三菱ケミカル株式会社人事部全社統括産業医

真鍋憲幸
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(於広島県医師会館)

有害物質管理の対象と健康障害予防措置の関係(小まとめ)

管理の苅象 管理の内容 指標 判断基準

作 有害物使用量 有害性の少ない物質に代える 環境空気中濃度 管理濃度
業 生産工程や作業方法を変える
環

発生量 設備・装置に無理な負担をかけない
境

遠隔操作や自動化をする戸国企胃

1里 環境空気中濃度 局所排気装置や全体換気装置を設ける

建物の構造を改善する

作 暴露濃度 作業場所・作業万法・作業姿勢を改善 ばく露濃度 ぱく露限

業 暴露される時間を短くする 界
戸百何

体内進入量 昨吸用保護異を着用させる
理

(保面 n，の連主蓄用のチエ，ク、教育)

健 生体反応 健康診断を実施する 生物学的モニタ 生物学的
康 生活指導を行う リング ぱく露限
存国企有

健康影響 (木賞させる 界値(BED
理

治療する 健康診断結果 健康診断

配置転換する 基準
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産業保健の現場における有害業務管理とは

健康に関わるハザードを考えればよし

ツ¥ザードの種類は?? l 
1 物理的 要因

2 作業的 要因

3 化学的 要因

4 生物的 要因

5 J~\理・社会的要因

哩旬要因
紫外線、赤外線、 町レーザー光線、

電磁場、電離放射線、高気圧(健気圧)、

暑熱、高温物体、寒冷、騒音、

伍周波、超音波、振動等

最近のトピックス ~b~~1Xt1 1ρ約八~(ぃx、ト ρt' ÀサLユn

有正司包

[塑中症苅策 1ゃC トT行、十枝色し

1崎弘いシ 39 



体明要因
重量物取扱、腰部負担、振動工具取扱、
引き金付工具取扱、 VDT作業等

最近のトピックス !~ ，.~‘者詮 3i 守γ 1r

腰痛防止刻策]

VDTヌj策:]

戸的要因
化学物質、酸素欠乏空気、タバコ 等

最近のトピックス

[化学物質(安衛法・特化則改正I
合[受動喫煙防止対策]
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頭助要因

細菌、ウイルス、毘虫、獣毛、穀物粉、
芯粉等

[職場のインフルエンザ対策 l 
予Y2i 旦土里窒型塑笠-

哩瓦 要因

長時間労働、過重労働、ハラスメント、
ワーク・工ンゲイジメント 等

最近のトピックス

→pt) 7れ ./'Kθぺ

~ [メンタルチェック義務化)
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各ハザードに刻し、リスクを評価し、
リスク値減措置をする

理管業位
「

境環業

理

作

管

rr' 
理管境環業位

十①
 

②作業管理

③健康管理 健康管理

ドザード:閥的 rt'JÝ~ おか/7cfJv1)) ~つ 11J {)O) 

t[1-'i 元tlb¥(，ふtb ) l守{ゐ7妙ウ

時間軸をはっきりさせて考えると.• • 

G
 1有害物・有害業務の除去・代替

2工学的苅策

3 管理的対策

4個人用保護具の使用
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1 .有害物・有害業務の除去、代替

-有害物の使用中止
.有害業務の廃止

・有害性の値い材料への変更
・有害物の形状の愛更、取扱量の削減
.重量物の軽量化

2.工学的対策

-設備の密閉化
・局所排気装置の設置

43 



ヂ 3.管理的対策

-注意標識・警告ラベルの表示

・作業手順書に管理すべきポイントの
明記

・作業手順書の教育

・危険、有害性の教育

・有資格者の配置

4.個人用保護具の使用

.保護眼鏡

・耳詮類
・哩吸用保護具
.保護手袋

・作業着

・ケミカル合羽

・作業靴、安全靴

・安全帯

-クールベスト 等
44 



リスク倍減措置の区分概怠

:非常に高いリスクIr

[中等度リスク】

園，'jAQ

;空間に低いリスクI

45 

受容不可能な領域 升

法7

As Low As Reasonably Practicable領域

として、 「リスク恒減に要する負担が、リスク
低減による労災防止刻果と比較して、大幅に
大きく、措置を講じることを求めることが著しく
合理性を書くと考えられるときを除いて、
可能な限り高い優先順位のリスク倍減措置を実施
する」と法律、指針で求められている

広く受容可能な領域



今日は・・・

関連する知識、情報を紹介しつつ・.. 

管理・刻策の流れとは・.. 

1有害物・有害業務の除去・代替

2 工学的苅策

3管理的対策

4個人用保護具の使用

46 



化学物質に関する健康被害防止と法律

鉛中毒予防規則

四アルキル鉛中毒予防規則

石綿障害予防規則

※有機溶剤中毒予防規
買!jiI

※特定化学物質障害予
防実見主μ立--..，，-，) "，di)d 
ど日三，'， d:J"f;[IOノ3シ3き
/-二「¥ tff

可洲市政務相(和初1(γ・tJqh(I~'11 シ Ð~妨~ }-判)

使用現場での基本的哲学

化学物質の安全な管理・上手な使用

① 曝露をできるだけ小さくする

=今基礎知識が必要

② 職場や環境の濃度を安全な数値以下に抑える

=今許容濃度、管理濃度

斗工学的苅策で安全濃度で扱う

管理面・実務面の両管理
管理面:法令順守、教育、管理体制確立、

作業手順の昆質など

実務面:蓋閉め、環境測定、局排等の点検管理、

ー 作業手順の実施率想 -



[1有害物・有害業務の除去・代替 l

曝露をできるだけ小さくする

o.健康障害を予防するという意識 、ル

~ 一一一一 えたμ 改芝山/
~経営・管理職・従業員) … J 処竺ヲ マ吉川/(7 ぎを古希均~CT

1 .有害化学物質の除去・代替

①危隙・有害性の高い化学物質の使用中止

②危険・有害性の低いものへの代替

有害化学物質の除去・代替

.sosの活用

48 



化学物質RAでは、 SDSとGHSという言葉が良く出てきます

SD eet，S乏支三芝之三ト)

GH (Globally Harmonized System of 
Classification and Labelling of Chemicals， 

化学日の分類およひ表示に関する世界調和システム)

ー~ØI~ SDSつてなに?

THE KAITEKI COMPANY 
三護ク三刀l防lHIJヲィコ巴1ヌヲJIJーゴ

安全データシート(S 0 S : Material Safety Data Sheet) 

事業者が特定の化学物質を含んだ製品を

他の事業者に出荷する際に

添付レなければならない
安全衛生情報を記載した

シートのこと

-安全に取り扱う
・環境への影響を防ぐ
・事故や中毒に苅応する

49 



SDSの記載内容とはまめ知識

ク
仇
-
希
同
色
?

G¥l''@ 

※ JIS Z 7250 (2005年度版)I 
準拠して作成することを推奨

①爆発性
②高圧力、ス

③引火性

④司燃性

⑤自然発火性

⑥禁水性
⑦酸化性

⑧急性毒性
⑨腐食・刺激性
⑩特定有害性

(発がん性、変異原性、生殖毒性、
感作性〉

更新履歴(最新版との確認日時等〉
ち重要

THE KAITEKI COMPANY 
三義ケ三力JlJ苅ーJlJヲィジヲヌづJlJ-'ゴ

sosを用いた
安全衛生管理 1

どの程度のリスクがあるか?

どのような有害性があるか? 11.有害性情報 を確認

どの程度のぼく露なら大丈夫か?
演IJ定結果を、 8.1まく露防止および保護措置
の基準値と比較

どのように管理するか?

どのように取扱う、保管するか? 7.取扱いおよび保管上の注意 を確認

どのようにぼく露防止〈設備・保護
8.ぱく露防止および保護措置 を確認

具〉を行うか?

50 



SDSを用いた
安全衛生管理 2

.・・・• •• ・. • 

事故の発生にどのように備え、対応するか?

間違って吸入したり、 4.応急措置 を確認
飲み込んだりした時

火災が発生した時 5.火災時の措置 を確認

地面や水の中に漏出させた
6.漏出時の措置 を確認

時

適用法令をどのように知る 15.適用法令 を確認
か?(法令遵守〉

GHS分類(世界調和システム)

(GHS:Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) 

化学物質は

世界全体で
取引される

各国が
批准・導入

日本ち!

統ーした情報

安全性↑

コスト↓

が
り
告

合
な
勧

連
一と
・

際
一山
発

国
一中
開
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門戸

GHSの意義

-世界には約2300万種類の
化学物質が杏在

-長生110
Zζ 
ーそのうち約4分の1が化学物
質によるちのと推定

.行政が管理している化学物
質はわが国では約1000種
類(世界的には数千種類)

GHSの利点・意義

-危隙性及び健康や環境に刻する有害性の分類の共通

の統一〈調和〉されたシステム

危険物を扱う人に素早く適切に情報を伝えるツール
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ー一塁〉 法律での規制

労働安全衛生法〈職揚での安全〉

毒物及び劇物取締法〈一般の安全〉

化学物質排出把握管理〈環境〉

しかし…
法律でカバーされない物質ち、
安全な管理には情報は必要

納入元に要求することができます

ー-tbø~ 日本独自の法律に基づく表示例

高圧ガス保安法
引火性ガス

高圧ガス保安法

消防法
危険物第3類

自然発火性物質

UNSCEGHS委員日本大学大学院理工学研究科城内博先生資料より

53 
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ー…重〉日本独自の法律に基づく表示例

毒物劇物取締法
輸送車両に掲示

「諒宵 り
毒物劇物取締法

毒物

用外際j
毒物劇物取締法

劇物

UNSCEGHS委員日本大学大学院理工学研究科域内博先生資料より

THE KAITEKI COMPANY 
三種ク三刀IIE1HU予ずコヲスヴlUブ

ー…主〉日本独自の法律に基づく表示例

現在のラベル例〈試薬) 労働安全衛生法による

取扱い注意事項

ヨ 136・01837

EUの 表 示 を 模

した 任意の表

Methanol 
Mothyl Alcohol) 

メタノール
メ子)1.}>11.，ール

CH . .oH..a2.04 

一回国
ん

釦

示

防

釘
消
よ

む官G2001

UNSCEGHS委員日本大学大学院理工学研究科域内博先生資料より
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GHS分類を用いた表示例

併トルヱン
メチルベンゼン

CAS No. 108-88-3 

げ今村?
也

取り扱い注意
・火気厳禁
・密閉使用、全体排気、局所排気

などを行う
・肪爆用の電気装置を使用する
・火災の際には泡・炭酸ガス・粉末

消火器を用いる
.保護手袋、ゴーゲル、保護マスク

などを使用する
・頭痛、めまい等の症状がある場合は

告惜
一
目

速やかに医師の診察を受ける
・皮膚についた場合、石けん水で洗う

.取り扱い中は飲食や喫煙をしない

.直接下水等に流さない

国連GHS株式会社
ジュネーブ、平和通り

スイス
Tel. 41 229170000 
Fax. 41 229170000 

UNSCEGHS委員日本大学大学院理工学研究科域内博先生資料より

-可燃性液体
・飲み込んだり、吸ったり、皮周に

つくと有害
・繰り返しの曝露により中枢神経

障害の可能性あり
・水生生物に毒性あり

THE KAITEKI COMPANY 
三菱フ三刀IliilHlJラミヂジヲヌヲIlJブ

それでは・・・

眠気覚ましに、 GHSのSDSラベル表示の

ピクトグラム、何の意味か考えてみましょう

~ 
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ー~.~ ピクトグラム1

火薬類

自己反応性物質

有機化酸化物

ー:~.~ ピクトグラム2

引火性/可燃性物質

自己反応性物質

自然発火/自然発熱物質

56 



ー向車〉 ピクトグラム3

酸化性物質

有機過酸化物

ーtbØl~ ピクトグラム4

高圧力、ス

57 



1…主〉 ピクトグラム5
句

長コ

も:，1

金属腐食性物質
皮膚腐食性

眼に苅する重篤な損傷性

C!tblDID ピクトグラム6

環境有害性物質
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ピクトグラムア

急性毒性物質

ピクトグラム8

急性毒性物質

(1lX毒性)

皮膚刺激性物質

眼刺激性物質

皮膚感作性物質
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ピクトグラム9

変異原性物質
癌原性物質

生殖毒性物質

哩吸器感作性物質

標的臓器毒性物質

C!tJ)lD~ ピクトグラム10

O 
O 

禁煙
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ー一年〉ラベルにおける危険有害性の優先順位

ーð)1Il~ちJ\まとめ
t; 〈合 き2

世

~I火性 a噌化性ガス 本生環境有密性

ア h会噛ふ 日 ス

終

。一2議官皇制。弘β 醐

急性場。陰旬、Z阪わどくろ区分l~L_05D備により分測されます。 ~ I穴住分it:Rめ災マーク区分弓火煮によリ分類され古す.
区分可 区分宏 区分3 区分4 区分5 区分、 区分2 区分包 区分4

lD50Cmtl同〉 ー|火点 事1*点<2S'C 引火ii..<23"C 引火，Q:l'!2宮古 引*，Q:>60'C 
'!'1]iE;a;e晶 5以下 50以下 300以下 2.000以下 5.000以下 判定，>s!草 およU)D留さ および初留車 および重60'(; および孟 93'c

SS5・c >3&'C 

総議示 ⑫ t今 今 <!> なし 書室袋m ⑨ ③ ノ空、、ノ
なし

l f圭窓~起諸 危険 危険 危険 言苦苔 警告 ;王怠翁総額 危険 危F寛 ~t，1;， 管E吾

危険栴替性怜 飲み込むと主 飲み込むと笠 飲み込むと 飲み込むと 飲み込むと事事 危険有管性
極めて弓l火性 引火性の高い

事1*性j恒f守お
の獄，勺担体お 海f事および斎 可'Jl'陰湿i辛E暗 制;:r...~量 命む危険 有吾 事寄 容のおそれ 情" よぴ~'" 気

よぴ斉家

有害性大 C今有害性少 危 険 性 大 ¢ 今 危 険 性 小
し050:Lethal Oose 50 (1回の投与で1群の実験動物の50%を死亡させると予想される没与量)

THE KAITEKI COMPANY 
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リスクアセスメントと表示・文書交位制度

化学物質による労災防止のためには

-zユ7

危険有害性等の情報が確実に伝達されること

4ごユF

情報を入手した事業揚は、情報を有効に活用レRAをすること

セ亡ご」
リスクに基づく合理的な化学物質管理を行うことi:許容できるリスクは維持して
・許容できないリスクはリスク倍減措置を行う

コ

ということをみんなで理解・共有しました

か問一叫11!.~~~~
産面輔曜

THE KAITEKI COMPANY 
三盟ク三力JlJiTHlJヲィンづヌヲlトブ

化学物質管理のあり方の見直し

F 

-E塁翠.

リ il'E 
ス D
ク ・ s
ァ交
セ 付

努ス ii努
力メ ii力
まン iIま l 

ト iI務 i

一一一 一一一jLLJ 
※厚生労働省HPより

THE KAITEKI COMPANY 
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危険性 ・有害性が確認されていない物質

現行

-E語草謹量・

(リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
努
力
誌
務
)

園



令和3年1月1日時点、では、

表示義務 ど674物質 F砕

文書交伺義務:674物質

RAの実施義務:674物質

(*含 上記を一定以上含有する混合物)

表示とRAの義務がない物質が全て無害というわけではありません
安衛法では約50000種類の化学物質!こsos交付とRAを努力義務としています

63 
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l 2 工学的対策 I 
4吟

1 .設備の密閉化

2.生産工程の自動化・隔離・遠隔操作

3.換気設備の整備

局所排気装置、プッシュプル型換気装置、

全体換気装置などの設置

換気設備の簡単な基礎知識を
ご紹介しておきます
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換気とは

?M紳!? トがやけ両
局所排気全体換気

局所排気

-局所排気は有害物質を発生源で捕らえて屋外ヘ排
出しようとするもの

-その基本的型の特徴によって分類される

局所排気装置の型
フードの位泣 有吉物質のフードの位i泣関係 ほ!

一
1)外付け 有害物質の発生源がアードの外部iにある どど
2)問い式 ;存害物質の発宅源がアードの内側にある 公|
3) プッシュプJレ型

有害物質の発生源がプッシュフードと <J-[> プルアードの間にある

65 
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局所排気 2 

空気の吸引方向
吸引}fjnl l~1 

どど〉1)上方吸引

2)組IJjj吸引 -[> 
3)下方政号! ろ

フランジ
1)フランジなし

ζ〉

2) フランジあり

/¥ 
フランジノ 3 

フランジ刻果とは

-フードの関口面から距離Xmのところにある有害物質を制御
風速Vcm/secで吸引しようとする時、持|気フードにフラン
22亙盃璽金J坦量歪怨溢錘盟削減支蚤ζ主空~=t:: -z-

-このように吸い込み口に縁 (flange)をつけると排気量が少
なくてすみ省エネ刻果がことを22三三項寒という

-フランジの幅は関口面が円形でち長方形でも最大15cm程度
で、それ以上あつでもあまり刻果は増さないとされている

Q (m3/min) = 60 X ¥'C X (lOX~-:-A) Q (m3/min) = 60XO. 75x¥'cx (lOx-+A) 

Q Q Aは開口面の面積
A=LXW 

にーフ式

〆

寸
J

'
!
 

日
付

-7
M
ト

フ
を汁

リジン一フフ
ハ

ono 

以
1フ式寸ノ付外.'υ ながジン一フフ



制御風速の定義

ト{寸

制御風速の一例

⑩ 溶剤中毒予防的 ⑮ 定@学物質障害予防船

固い式 O. 4 ガス状 O. 5 

側方吸ヨ| O. 5 粒子状 1. 0 
外付け式 下方吸ヨ| O. 5 

抑制濃度が定まっているものを除く

上方吸ヨ| 1. 0 (抑制濃度は特化則、鉛中毒予防規則、
石綿障害予防規則で定められている)

プッシュプル型局所排気装置
-プッシュプル型局所換気装置の構造および性能の要件は厚生
労働省通達で定められている

-プッシュプル型局所換気装置というのは吹出し(プッシュ〉
側と吸込み(ブル〉側の二つのフードがあって、この二つの
フードにより作られる一様な捕捉気流によってその気流の中
にある有害物質の発散源からの有害物質の拡散を防止するも
のである

-一般的な局所排気装置は吸い込みフードだけを備えだもので
あるが、外付け式フードではフード関口面から有害物質捕捉
点までの距離の2乗に反比例して捕捉能力が落ちる。これに
刻して、吹き出しフードはフード関口面からかなり遠方まで
気流の速度は衰えず、有害物質を遠くまで搬送することがで
きる。この特性を利用したのがプッシュプル型局所換気装置
である

67 



プッシュプル型換気装置の基本構造
1)吸い込み気流の風量>吹き出し気流の風量

2)気流の一様性の確保

3)発骸源が換気区域内にある

4)捕捉面における平均風速がO.2m/sec以上

密閉式プッシュプル型
局所換気装置の基本構造

吸い込みフード発生源捕捉宙

空気清浄装置 ¥υ一一7 一入 -4 、 “
Cコ'布

排風気

68 

送風機

Cコ開放式プッシュプル型
K 局所換気装置の基本構造
送風機



↓1 . ~ 作業環境測定等(測定・評価・改善)の実施

2.局所排気装置等の稼動状況の確認、機能の維持

3.健康診断等による健康状態の把握と就業上の措置

4.作業手順などの作成および教育 .--~帥11月木、固かuし
5.危険・有害性についての敏彦 l YUA-L¥，LV-'&'μ v  

6.危険・有害性に基づく注意喚起の表歩 1 

7.飛散・漏洩をしないような容器・管理方法の整備

8.作業揚⑩ 柄、例

9.静電気、消火設備、耐震対策等

(その他:作業揚外で飲食ができる休憩室、洗眼・シャワー設備、入浴・ | 

| 更衣・洗濯のための戸備) ー← _ J 

有機溶剤とは・・・

「脂溶性に富むこと」および「揮発性に富むこと」の
2大特徴を有する一群の有機化合物 〈ベンゼンは含ます、〉
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従業員教育
分類

《労働衛生上>>:有機溶剤中毒予防規則
.................................~・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第1種(7種類)

単一物質で有害性が高く、蒸気圧が高い

第2種(40詩情

それ以外

第3種(ア種類)

多くの炭化水素が混合状態となっている石油系
溶剤および植物系溶剤

沸点はおよそ200度以下

竿宗宗宗吉/法令による取り扱い規制

@労働安全衛生法

・有機溶剤中毒予防規則
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

-設備

・換気装置
.管理方法

・作業環境測定

-健康診断

・保護具
.貯蔵方法・

空容器の処理
・有機溶剤作業主任者
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従業員教育
体内侵入経路

よユ
吸収(経皮・経気道・経消化管)

ネ貝

従業員教育
健康障害

[.J急性〈高濃度吸入〉 I 
[.慢性〈比較的低濃度を長期間吸入〉 I

.共通の毒性 ~
・中枢神経症状

.末梢神経症状

・皮膚・粘膜の炎症

・有機溶剤の種類別の毒性 (主なものを次ページlこ)
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従業員数膏
有機溶剤の種類別の毒性

有機溶剤

脳・中枢神経系 メタノール(視神経)塩化炭化水素等

末梢神経 塩化炭化水素ヘキサン二硫化炭素等

目干 臓 塩化炭化水素，クレゾール， DMF， 

グリコール誘導体等

医戸ヨ又 臓 塩化炭化水素，クレゾール， DI\~F， 

グリコール誘導体等

血 j俊 ベンゼン，グリコール誘導体等

発がん性 ベンゼン

従業員教育

今日からできる改善ちたくさんあります!
.. 

1 ・有機溶剤を蒸発させない | 
密閉化
〈蓋をする!コミちフタ付に!) 

自然・機械換気局所排気
プッシュプル換気
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作業環境管理・作業管理の改善事例

洗浄剤小口容器の蓋を閉める

( 作業環境管理・作業管理の改善事例

(!?民ウ工ス・廃油の管理、密閉

董閉め効果絶大

注: 反応性モノマーなどに関しては、禁止剤を加えない
状態で密閉保管をしないなど、専門的な知識、取扱
い確認をお願いレます
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有機溶剤 区分等の表示

1・有機溶剤を扱う作業揚への表示 | 
使用する有機溶剤の区分に応じた色による表示

F第1種:赤1 第2種:黄

1・奇跡容剤を扱う作業揚への表示 | 

(司
力T

入
つ
て
し1
る
か
わ
か
b 
な
し1
i1:交
体
を
被
液

有機溶剤の人体に及ぼす作用

取り扱い上の注意事項

中毒発生時の応急処置

B万
画圃圃.、、 一 ネ皮しー つ • 

残 す な
74 
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そして・・・

従業員一人一人のスキルが

I ~大切な砦』

;工学的苅策、管理的苅策を補完

する

『最後の砦』
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l 4 個人用保護具の使用 l 
作業や作業者に適しだ

保護異の正しい使用と

適切な管理

もちろん illl 

寸ージ?バス?ス~~
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個人用防護異の適切利用:重要ポイント(1) 

選択・1(1)危険有害要因のリスク評価
働く場所の危険要因、有害因子の把握

顕在・;省tを問わず発ニ£源刈策や作業環境・作業工程管理
による貯Zの量と機会を減らす二とが最も重苗

多くの防護具の見た呂の単純さは、この評価段階を省こうと
する強い誘惑となることがある

るす討検よ

μるあで分十，刀b
u
 

A
R
 

仲
工

品
q
I

b
u
ル」

品
目

宿
探

性
問

買
の壁

一
α保
(3)人体への整合性(フィットネス)
寸法・サイズが作業者に合うように選ぶ

吉川徹、和田耕治.産業安全保健からみた医療現場における個人防護とPPE(個人用防護異)ーOSHA基準を含
めて. 慰染対策ICTジャーナル 2009;4(3):322-328. 一部改

個人用防護具の適切利用:重要ポイント(2)

使用方法 -保護具のガイドフインに従って適正に使用する

保守・管理 保護具は使用に伴い、損傷し磨耗などを伴う

-経年変化による劣化等使用期限に限度があるため
適切な保守管理が必要

-わずかな損伝が聞とりになる

-清掃の方y法の手JI慎を定めることも重要

教育訓練 -保護具の使用によって行動の自由を束縛されたり、
労働の負担(負荷)を強いられることがある

-保護具使用の意義、正しい選択、使用、保守管理

のノウハウを習得することが重要

吉川徹、和田耕治.産業安全保健からみた医療現場における個人防護とPPE(個人用防護具)一OSHA基準をき
めて. 感染対策ICTジャーナル 2009メ(3):322-328. 一部改
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様々な種類のマスク/防じんマスク

サージカルマスク 半面形防じんマスク 全面形防じんマスク

使い捨て防じんマスク PAPR:タイトフィット PAPR:J レーズフィット

日手吸用保護具〈防じんマスク〉

.名称:防じんマスクDS2、N95マスク
・用途:一般粉じんの吸入を防ぐ。放射性ダストの吸入も防ぐ。
また感染症対策としても使用する
・現場での利用:マスク表面を手で触らない。

会話時もマスクを外さない

.名称:半面マスク
・用途:防護マスクよりも性能が良い。放射性ダストの吸入も防ぐ
・現場での利用:マスクと顔面に隙聞が生じないように密着させる

.名称:全面マスク
-用途:肌の露出を最小限に防ぐ効果もある。放射性ダストの吸入も防ぐ
・現場での利用:汚染状況レベルが大きいケースでの作業に着用する
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日手吸用保護具の種類:吸気式 vsろ過式

日早吸用保護具
"..・H ・.....・H ・，..・H ・..，・H ・H ・........・H ・....・H ・.........・H ・...・H ・H ・..，・H ・'1'"・H ・....¥'..・H ・...............・H ・.........H・H ・.......・H ・.......・H ・......・H ・H ・-も

---. . 
吸気式 ろ過式

送気マスク

使い措て式

〈酸素濃度18%未満でも有刻〉 [(酸素濃度18%以上のみ有効汁

JIS規格 :全て
該当する規格は? 国家模定:防じんマスク、防毒マスクのみ

恒 家検定、 JIS規格に合格している保翠を使用しましょう |

均倍~1(J.M九件明言ロ府 、 山 l tl 与 え 七シ . .lrけ tLI~I幻う

日手吸用保護具の種類 :D使い措てvsR取替え式

(ろ過式:防じんマスク ) 

D使い捨て式 R取替え式

書

直結式

[半面形] [全面形j

ζ-J 
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重要!! 日早吸用保護異の選択方法

酸素濃度が18%以上ありますか? ζ>NO又は不明

YES 司、，

有害物質の種類はわかりますか? 二>NO 

YES 、v

有害物質の種類は?

粒子状
司司‘・ -開園4・
-「

YES 
防じんマスク

電動ファン付
- ~宝良界の3州吉以下| 区支マスク

呼吸用保護具 、〆・-- |自給式日手吸
防毒マスク

防じんマスクの性能別分類
厚生労働省基発第0207006号「防じんマスクの選択・使用等についてJ

防じんマスクには12種類の分類(OS1一一一一-RL3)があります

試験粒子

区分 粒子捕集効率 国体粒子(塩化ナトリウム) 液体粒子(フタJ~酸シ.オクチル)

使い捨て式 取替え式 使い捨て式 取替え式

区分1 80%以上 DS1 RS1 DL 1 RL1 

区分2 95%以上 DS2 RS2 DL2 RL2 

区分3 99.9%以上 DS3 RS3 DL3 RL3 

[アルファベットの略号と意味:D=disposal、R=reuse、S=Solid(固体) L=Liquid(液体)] 

防じんマスクは、形状により、使い措て式と取替え式の2種類に大きく分かれています
また、それぞれを粒子捕集効率により3段階に分類し、最も捕集苅率の高いものを区分3、
低いものを区分1としています
さらに、その粒子捕集効率試験を固体粒子である塩化ナトリウム (NaCI)で行うか、液体粒
子であるフタル酸ジオクチル(DOP)で行うかにより、合計12種類に分類されています。(この
試験は、粒径、流量、試験日奇聞とも改正前(H17)に比べ、より厳格な試験となっています)

80 



参考:防じんマスクの性能「捕集効率」

ぐ防じんマスクの粒子捕集刻率〉

-最高ランク (RS3，RL3，DS3，DL3)の防じんマスクは

• O.06r-.JO.1 2μm (60r-.J120nm)の食塩粒子を99.9%以上
捕集

• 
食塩粒子:
0.06μm (0.0006mm) 

髪の毛の太さ:日本人の平均:

80μm(0.08mm) 

参考:通達での記載事項
防じんマスクの選択、使用等について(基発第0207006号平成17年2月7日〉

粉じん等の種類及び作業内容
防じんマスクの
性能の区分

安衛則第592条の5 オイルミスト等が混在
RS3 RL3 

廃棄物の焼却施設に係る作業で、ダイオキシン類 しない場合

の粉じんのばく露のおそれがある作業において使 オイルミスト等が混在
RL3 

用する防じんマスク する場合

電離則第38条 オイルミスト等が混在
RS3 RL3 

放射性物質がこぼれたとき等による汚染のおそれ しない場合

がある区域内の作業又は緊急作業において使用 オイルミスト等が混在
RL3 

する防じんマスク する場合

鉛則第58条、特化則第43条及び粉じん則第27条
オイルミスト等が混在 RS2 RS3 DS2 DS3 

しない場合 RL2 RL3 DL2 DL3 
金属のヒューム(溶接ヒュームを含む。)を発散する
場所における作業において使用する防じんマスク オイルミスト等が混在

RL2 RL3 DL2 DL3 
する場合

鉛則第58条及び特化則第43条 オイルミスト等が混在 RS2 RS3 DS2 DS3 

管理濃度がO.lmg/m3以下の物質の粉じんを発散 しない場合 RL2 RL3 DL2 DL3 

する場所における作業において使用する防じんマ オイルミスト等が混在
RL2 RL3 DL2 DL3 スク する場合

L一一一一一一一一
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防じんマスクは検定合格品を使用

ー・防じんマスク、防毒マスクには厚生労働省の規格に
基づく国家検定が定めれています

-この検定に合格したものでなければ、防じんマスク
、防毒マスクとして使用することはできません

検定合格晶には合格標章が取り付けられています

，...，-メーカー名

KOKEN~ 
~M~ 111う，，?350型寸一一蹴酬

型式設定合繍標

製造年月 低用限度局R

国田11 日本の国家検定規格の表示

定性的フィットテスト

- サッカリン等の試験粒子を
用いた試験機器による漏れ
率測定方法 〈昧覚による
フィットチェック方法〉

・米国では法令で手順ち決め
られている

1910.134呼吸器の保護

補遺A ーフィットテスト手JI贋(強制適用)(文献12)

補遺B・1ーユーザーシールチェック手順(強制適用)

補遺B-2ー呼吸用保護具の清掃手lJ直(強制適用)

補遺cー呼吸用保護具の医学的評価に関するOSHA作成質問書(強制適用)

補遺D 一基準により使用が必要とされていない場合に呼吸用保護具を使用する労働者のための情報(強制適用)
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定量的フィットテスト

-労研式マスクフィッテイング
テスターを用いた漏れ率試験

.大気中の粉じんを用いて測定

漏れ率が数値で表される

労研式マスクフィツティング
テスターMT-03型TM

表1 労研式マスクフィッテインクテスターの特徴
-室内じんを用いて防じんマスクの顔面への密着性を測定することができる
-使用する防じんマスクのままで顔面への密着性を測定することができる
・1~温環境における結露現象を防止するために加熱管が取り付けられている
-防じんマスクの内外の粒子数を自動的に切り替えによって1つの検出器を用いているので横出
器の特性差による誤差要因が少ない

国労研式マスクフィツテイングテスターMT-03型1M※

図1 労研式マスクフイツティングテス
ターを用いた測定の様子

引用先:柴田科学(株)
www.siba祖.∞-IPトrvuushiITest/

E三量三亘~

時て;ニ:二三
Fi，.2 A・mplint:話riDlet"'.cII離岬.. 岡崎r

lim..lusa "tんマ".... 位候・'18'/1.ィF

h ・山一-‘・ーー一一'-……… 
図2 粉じん検出部のブロックダイアグラム

※労研式マスクフイツティングテスターMT-
03型TMは、試験粒子に普通の室内の空気

中に浮遊している0.3-0.5JJ. m 以上の粉じ

んを用い、粉じん測定器にはpa吋icle
counterを利用して、マスクの外側と肉側の

粉じん濃度を測定してマスクの密着性(漏れ

率)を定量的に測定する装置である(文献)

文献:木村菊ニ.防じんマスクの顔面への密着性に関する研究(第3報)-MASKFITT1NG TESTER 

についてー，労働科学.1991.67巻，11号，517-524.
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労研式マスクフィッティングテスターMT-03型TM

を用いたフィットテストの実施結果

漏
れ
率
の
平
均
(
渓
)

1;81 

初回 2回目(鼻調整) 3回目(顎調整) 4回目(座学後)

マスク別測定回数ごとの漏れ率の平均値の変化

複数回測定することで、徐々に、漏れ率が低い着用の方法を学ぶこと
ができる

AERA表紙の人物は、
日手吸用保護異を正しく着用していません

W~~間違つていると思いますか?自勺

保護具の視点

~ 



福島F1 入構前トレー二ング
日早吸用保護具の着用指導は毎日実施
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従業員教育 作業環境管理と昂質管理
台 作業環境管理、健康管理は昂質管理と同じように考えることができます

作業環境管理 ぺ 品質管理 ぺ 健康管理

に
に
害

態
境
障

状
環
康

い
な
健

良
切
る

を
適
じ
る

境
不
生
す

環
、
て
止

業
ち
つ
防

作
保
よ
を

目
的

行|・職場が安全で快適になる
二 ・作業者は健康で安/~\して

五 働ける
l・労働意欲が向上し、生産

性の向上につながる

キ 作業環境測定

ワ 単位作業場所

ド 試料空気

製自の昂質を維持し
不良昂の発生による
コストを低減する

-品質が安定する
-ユーザーの信頼が得ら
れる

・経営の安全性が保障さ
れる

抜き取り試験

模査のロット

試験結果

有害因子に苅する曝露
を生態影響から調べ、
早期に発見して適切な
医学的措置を講する事
で健康障害を防止する

.作業者は健康で快適な生活
ができる

・作業者は十分な能力が発揮
できる

・健全な労働力が確保できる

健康診断・健康測定

作業揚

作業者

まとめ

1有害物・有害業務の除去・代替

2 工学的対策

3管理的対策

4個人用保護具の使用
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ご清聴ありがとうございました
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